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ワンコイン浸水センサ実証実験について
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ワンコイン浸水センサ実証実験

ワンコイン浸水センサ実証実験について

■令和５年度までに、８自治体１４０ヶ所2５４基のセンサを設置（全国：58 自

治体）

■令和６年度の公募を開始（１次〆：終了、２次〆：6 月20 日）
・令和４年度から：岡崎市

・令和５年度から：磐田市、函南町、大垣市、豊田市、幸田町、津市、桑名市

・令和６年度から：岐阜市、恵那市、土岐市、安八町、浜松市、沼津市、三島

市、牧之原市、川根本町、豊橋市、豊川市、東海市、清須

市、四日市市、鳥羽市、四日市港管理組合
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R６年度 第１回大規模氾濫減災協議会 合同協議会

水防関係に係る話題提供・情報共有

災害時の避難の好事例について

19



20



21
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水防関係に係る話題提供・情報共有

水害リスクラインについて
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水害リスクラインについて

水害リスクラインについて

■ 洪水予測モデルの新モデル(RRIモデル）構築

・令和4年度(R3補正）により、 各事務所でモデルを構築

・令和5年度(R4補正）なとにより、 精度向上業務を実施中

・令和6年度出水期前の稼働を目指して、 サ ーバインスト ー ルなど調整中

■ 今後の予定など

・令和7年度の運用開始（予定）までは、 現行の内部向け表示システムをRRI表

示用に使用し、 現行モデルは管理者向けリスクラインで表示することを想定

■ 予測精度

・気象業務法改正(R5.5.31)により、 洪水の予報業務が民間開放

・許可基準となる「審査基準・審査上のポイント」が公表され、 予測精度の指標

が示された（ピ ー ク及び前後1時間の水位差士2m)
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【機密性2】

気象業務法

予報業務許可について

令和5年12月19日

国土交通省水管理・国土保全局

竺国土交通省

洪水予報業務等への技術上の基準の導入（気象業務法改正） l 法案改正説明資料より一

(i)畢新技術を踏まえた予報業務の許可基準の畢適化
0 最新技術に基づく予測手法の導入による予報精度の向上を図るため、

気象の影響を受ける現象（土砂崩れ・高潮・波浪・洪水）の予報業務の許可基準
を新設して、気象庁長官が予測技術を審査。【気象業務法第18条（新IBP3-4)】

•自ら気象の予測をしない事業者は、気象予報士の設置義務を免除。【気
魯百昇塁） 2 （新旧P5)】

•土砂崩れ ・ 洪水の予報業務の許可の審査に、土砂溌曲： ・移動や河川水位 ・ 流量の予測等
の砂防 ・水防の知見を有する国±交通大臣が関与。 【気象業務法第18条（新旧P4)】

②防災に関運する予報の潤切な提供の確保
0社会的な影響が特に大きい現象（噴火・火山ガス・土砂崩れ・津波・高潮・洪

水）の予報業務について、気象庁の予報等との相違による防災上の混乱を防止 ！ご塁悶：い
するため、事前説明を行った者のみへの提供を許可。（事前説明の義務付け） ＇：｀ ・予報の特性 ・ 誤差

【気象業務法第17条、新第19条の3（新旧P3、P5)】 '’{9} •その他、留意事項

許可事業者からサービス利用者に対し事前に説明

→,
'

lI
ヤ

現象に応じた技術上の
基準に適合する方法に
より予想を行わせること
で、予測技術を担保

ミ
11月30日より施行（技術上の基準による洪水予報業務等の申請開始）
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気象業務法（改正後） 竺国土交通省

気象業務法
第十七条気象庁以外の者が 気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務（以下「予報業務」という。）を行おう
とする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。

第十八条
六気象関連現象予報業務を行おうとする場合にあつては、次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又は
ロに定める基準に適合するものであること。
イ当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行わない場合当該気象関連現象予報業務に係る土砂崩れ、高
潮、波浪又は洪水の予想の方法がそれぞれ国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

3気象庁長官は、 土砂崩れ又は洪水の予報の業務をその範囲に含む予報業務の許可をしようとするときは、当該予報
業務のうち土砂崩れ又は洪水の予想の方法が 心 ＿I 六ロ イの II 上の基5に

‘
ム ので ことについて秒

又は水 に る を守
―

玉土交
‘

大臣に協噂しなければならない。

（技術上の基準）

気象業務法施行規則（案）
第十条の二法第十八条第一 項第五号及び第六号の国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
四 土砂崩れの予想の方法に係る基準

イ 土砂崩れに関する知見並びに収集及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における土砂崩れの発生その他
の土砂崩れの状況を予想するものであること。
ロ イの予報資料に係る気象の予想は、次のいずれかに該当するものであること。

(1) 気象庁が行う気象の予想
(2)気象の予報の業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者が行う気象の予想
(3)気象関連現象予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者が当該気象関連現象予報業務のために行う気象の予想

ハイの予想は、土砂崩れに関して一 般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法又は統計的方法により行うものであること。
七洪水の予想の方法に係る基準

イ 洪水に関する知見並びに収集及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における水位、流量、氾濫により浸水
する区域又はその水深その他の洪水の状況を予想するものであること。
ロ 第四号口の規定は、イの予報資料について準用する。
ハイの予想は、洪水に関して一 般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法又は統計的方法により行うものであること。 I 

経過
竺国土交通省

令和5年

·5/31改正気象業務法、改正水防法改正公布

·7/31~8/10有識者ヒアリング

■洪水

·7/31沖大幹教授 （東京大学大学院工学系研究科）
·8/1 清水義彦 教授 （群馬大学大学院理工学府）
·8/8二瓶泰雄教授 （東京理科大学創域理工学部）

■土砂

·8/7 若井明彦教授（群馬大学大学院理工学府）
·8/9 小杉賢 一 朗教授（京都大学農学部）
·8/10 内田太郎教授（筑波大学生命環境系）

·9/22~10/21気象業務法施行規則改正、審査基準について パブコメを実施
※質問は計10件。洪水や土砂の審査基準に関する質問はなし

・11/30改正気象業務法、改正気象業務法施行規則 施行
・11/30新たな審査基準、申請の手引き（審査ポイント含む）公開
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予報業務許可の

審査基準・審査上のポイント（洪水）

予想の妥当性の確認

審査上のポイント【予想の妥当性】

予報項目 チェックポイント

・過去の洪水において実績雨量を用いた水位の再現計算を行い、予想の目標とする水位（例えば、ピーク水位、氾濫
危険水位など）の付近において再現計算水位と実績水位が概ね合致していること
（統計モデルの場合で、過去の洪水事例が少なく訓練データに使用していないテストデータ（妥当性確認用データ）を

水位、流量 確保できない場合は、交差検証などによる再現計算結果の記載でも可とする。）
―l 

・観測値や過去の洪水実績がない地域の場合、周辺地域における観測実績を基に検証するなど、モデルが妥当であ

... 

ること

・過去の洪水において実績雨量を用いた再現計算を行い、再現計算結果と浸水実績等の比較から、モデルが妥当で
氾濫により浸 あること
水する区域又
はその水深 ・観測値や過去の浸水実績がない地域の場合、当該地域で公表されている浸水想定シミュレーション結果や、氾濫形

態が類似する地域における実績を基に検証するなど、モデルが妥当であること

その他の洪水
・過去の洪水において実績雨量を用いた再現計算を行い、再現計算結果と浸水実績等の比較から、モデルが妥当で
あること

の状況（浸水
の発生の可能 ・観測値や過去の洪水実績がない地域の場合、周辺地域における観測実績を基に検証するなど、モデルが妥当であ
性等） ること

「申請例」のなかで｀具体的な確認内翌の例示と妥当性の確認の目宏を提示

！: ※予-7想立の可目達標と、す�
I
る

の

水1位; （1例、えaば
の

、ピ

E
ーでク水位きくな

て
ど）士の2付m近以の内予で想水位こと

と
実績績

に
水よ位しと白

の当差（目安
音

と
し
し
て
てく、、 I 1

目提 ki出睦叫月」毯睦間 節囲太 も ある 箋） 拉送性を確品

なお、‘’常時と洪水時の水位
‘ 畠が小さい河川や急激な水位上昇を伴う河川については、河川特性 ，

や出水特性なども勘案の上、適切に妥当性を確認し て
く

ださい。 26



妥当性の確認方法

『目標水位到達時刻の前後1時間の範囲で大きくても士2m以内であること』の確認方法

(a)一 般的な河川の場合
予報期間が実績ピ ーク水位観測時刻を含む予想に対して、以下の3時刻の水位差を確認し、それぞれ差の最大値を記載。

•実績ピ ーク水位観測時刻における実績水位と予想水位との差
・実績ピ ーク水位観測の1時間前時刻における実績水位と予想水位との差
•実績ピ ーク水位観測の1時間後時刻における実績水位と予想水位との差

(b)急激な水位上昇を伴う河川の場合
予報期間が実績ピ ーク水位観測時刻を含む予想に対して、実績ピーク水位観測時刻の水位差を確認し、実績水位と予想

水位との差の最大値を記載。

(a)実績水位でのピ ー ク時刻を含む前後1時間で比較
H 

!+-→ H 

レ応 —：予想木位

一遍一、 ：突精水位

｛ 一 般的な和11の例）

(b) 実績水位でのピーク時刻で比較

i 
—ー ：予想水I立

（急激な水位..t.昇を伴う河川の例）

囀
国や都道府県の予測においても、予測結果を確認して適切に精度向上を図る
ことが重要（予想の方法の維持管理）
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R６年度 第１回大規模氾濫減災協議会 合同協議会

水防関係に係る話題提供・情報共有

災害時における衛星画像等の活用について
（浸水域把握）
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R６年度 第１回大規模氾濫減災協議会 合同協議会

水防関係に係る話題提供・情報共有

令和６年度に実施頂きたい事項
（情報共有含む）
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